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要 旨 
 

＜概要＞ 

 旅客フェリー第二十一金風呂丸は、船長及び機関長が乗り組み、旅客２１人を乗

せ、車両３台を積載し、平成２９年４月２８日１１時４５分ごろ岡山県笠岡市笠岡

港（伏越地区）の物揚岸壁に着岸する目的で入航中、物揚岸壁に衝突した。 

 第二十一金風呂丸は、旅客１０人が負傷し、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、

物揚岸壁は、コンクリートに欠損等を生じた。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、第二十一金風呂丸が、笠岡港において、物揚岸壁に船首部を着岸させ

る目的で約１kn の速力で接近中、第二十一金風呂丸船長がクラッチレバーを操作し

て後進とした際、後進の推力が得られなかったため、行きあしを止めることができ

ず、船首部が物揚岸壁に衝突したものと考えられる。 



 後進の推力が得られなかったのは、第二十一金風呂丸が推進器に絡索を生じたこ

とによるものと考えられる。 

 第二十一金風呂丸は、白石島漁港に入航する際、係船浮標から野積場に係止した

係留索が推進器に巻き付いたものと考えられるが、係船浮標から野積場に係止した

係留索が推進器に巻き付き、笠岡港において着岸作業中に推進器に絡索を生じるに

至った状況は明らかにすることはできなかった。 

 第二十一金風呂丸の運航管理者は、平成２８年夏ごろ同漁港を管理する岡山県に

対し、本船が白石島漁港に入出航する際、係船浮標から野積場に係止した係留索が

支障となっている旨の申入れを行っていたことから、本船が白石島漁港に入出航す

るに当たり、係船浮標から野積場に係止した係留索が絡索するおそれがあることを

認識していたものと考えられる。 

 第二十一金風呂丸船長は、白石島漁港において、入航作業中、いつもと異なる振

動を感じた際、岸壁に接触した際にも振動が生じることがあり、異状を認めなかっ

たので、航行に支障はないと思い、絡索の有無の確認を適切に行っていなかったも

のと考えられる。 

 

 旅客が負傷したことについては、着岸前に旅客に着席して待つよう要請する船内

の掲示及び船内放送がなかったことから、旅客が旅客室を出て車両甲板に向かい、

階段上若しくは車両甲板上にいて衝突の衝撃を受けて転倒したことによるものと考

えられる。 

 



 

- 1 - 
 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 旅客フェリー第二十一金
かな

風呂
ふ ろ

丸は、船長及び機関長が乗り組み、旅客２１人を乗

せ、車両３台を積載し、平成２９年４月２８日１１時４５分ごろ岡山県笠岡市笠岡

港（伏越地区）の物揚岸壁に着岸する目的で入航中、物揚岸壁に衝突した。 

 第二十一金風呂丸は、旅客１０人が負傷し、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、

物揚岸壁は、コンクリートに欠損等を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  平成２９年４月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほ

か１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２９年４月２８日現場調査及び口述聴取 

  平成２９年５月２２日、６月５日、１２日、１６日、１９日、２１日、７月 

１５日、３１日、９月４日、５日、１４日、１９日、１０月３日、６日、１１日、

１６日、１８日、１９日、１１月９日、１０日、１４日、１２月２日、１４日、

１８日、１９日、２０日、２２日、２５日、２月２０日口述聴取 

  平成２９年５月２４日現場調査、口述聴取及び回答書受領 

  平成２９年９月２２日、１０月４日、１１月２２日、１２月７日、１３日、 

２６日回答書受領  

  

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 事故の発生までの経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第二十一金風呂丸（以下「本船」という。）の船

長（以下「本件船長」という。）及び機関長（以下「本件機関長」という。）、本船の
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運航管理者（以下「本件運航管理者」という。）及び本件運航管理者が経営する関連

会社（以下「Ａ社」という。）の担当者の口述並びに本件運航管理者及び笠岡地区消

防組合消防本部の回答書によれば、次のとおりであった。 

 本船は、本件船長及び本件機関長が乗り組み、旅客１９人を乗せて車両３台を積載

し、平成２９年４月２８日１０時４０分ごろ岡山県笠岡市白石
しらいし

島白石島漁港に向け

て笠岡市北木
き た ぎ

島豊浦港を出航した。 

 本船は、白石島漁港港外に至った後、本件船長が、１人で白石島漁港の入航操船

に当たり、本件機関長を車両甲板で着岸作業に当たらせ、‘白石島漁港に所在する車

両乗降用スロープが横３列で段違い状に設けられた野積場’（以下「本件フェリー岸

壁」という。）に接近中、船体にいつもと異なる振動を感じた後、１０時５８分ごろ

本件フェリー岸壁に船首着けとした。 

 本件船長は、主機遠隔操縦装置の操縦ハンドル（以下「クラッチレバー」とい

う。）を前進及び後進に入れて作動確認を行い、振動の状態がいつもと同じであり、

異状を認めなかったので、航行に支障はないと思った。 

 本船は、旅客２１人を乗せ、車両３台を積載し、１１時０１分ごろ笠岡港に向け

て本件フェリー岸壁を離れた。 

 本件船長は、白石島漁港の出航作業を終えて昇橋した本件機関長に対し、いつも

と異なる振動を感じなかったか否かを尋ねるとともに、機関室に向かわせ、機器の

異状の有無について確認に当たらせた後、本件機関長から異状がない旨の報告を受

けた。 

 本船は、本件船長が本件機関長に引き継いで、本件機関長を船橋当直に当たらせ、

本件船長が、機器の異状について不安を感じていたので自らが機関室の巡回を約 

１０分間行い、異状が認められないので再び昇橋して北東進を続け、笠岡港に通じ

る水路に入った後、本件機関長から引き継いで舵輪後方に立ち、入航操船に当たっ

た。 

 本船は、‘笠岡港伏越地区に所在する車両乗降用スロープが横４列で段違い状に設

けられた物揚用の岸壁’（以下「物揚岸壁」という。）に船首部を着岸する予定で、

約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、手動操舵により北西進した。 

 本船は、笠岡港の港界を越えて笠岡港の港内に入り、本件船長が、１１時４０分

ごろ、いつものように主機を回転数毎分（rpm）約５００として約６kn に減速し、

本件機関長を車両甲板で着岸作業に当たらせる目的で降橋させた。 

 旅客の多くは、下船に備えて旅客室を出た後、階段を使用して車両甲板に向かっ

た。 

 本船は、本件船長が、船首部の‘車両及び旅客の乗降用のランプドア’（以下「本
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件エプロン」という。）をエプロン操作用レバーで降下させる一方、クラッチレバー

でクラッチを切り、中立運転として約４kn の速力となり、右舵一杯として物揚岸壁

に向けて北東進した。 

 本船は、１１時４３分ごろ、本件船長が、主機を微速力前進とした後、後進テス

トとして、クラッチが一旦後進に入ったことを示すクラッチ作動ランプが点灯した

ことを確認し、主機を使用して約２～３kn の速力で物揚岸壁に接近した。 

 本船は、本件機関長が、本件エプロン後方の車両甲板前部に立って着岸作業の準

備を行う中、旅客が階段を経て車両甲板に降りてきていた。 

 本船は、物揚岸壁まで約１０～１５ｍとなり、本件船長が、ほぼ停止させるつも

りでクラッチレバーを中立として接近し、続けて後進としたものの、後進の推力が

得られず、前進の行きあしが増したように感じて約１kn の速力で北東進中、１１時

４５分ごろ、本件機関長が物揚岸壁との接近状況を見て衝突の危険を感じ、付近に

いた旅客に伏せるよう大声で叫ぶと同時に、本件エプロンが物揚岸壁の段差に、ま

た船首部が岸壁前面に衝突した。 

 本船は、衝突時の衝撃により、車両甲板前部に立っていた旅客（以下「旅客Ａ」

という。）が足を踏み出そうとしていたところ転倒し、左舷側階段に立っていた旅客

１人が、同じ階段に立っていた旅客３人と共に、折り重なるように車両甲板上に倒

れ込み、また、右舷側階段に立っていた旅客３人及び車両甲板に立っていた旅客３

人がいずれも転倒するなどした。 

 本件機関長は、軽い衝撃を感じて前方によろけ、振り返ると左舷側階段付近で旅

客４～５人が折り重なって倒れ、右舷側階段付近で旅客１人が倒れ込んでいるのを

認め、左舷側階段付近に駆け寄った。 

 本件船長は、大きな衝撃を感じ、主機を中立運転として本船を着岸させた後、車

両甲板に向かい、本件機関長及び物揚岸壁付近で本船の着岸を待っていたＡ社の社

員と共に旅客の救護に当たった。 

 本件運航管理者は、Ａ社の社員から本事故発生の連絡を受け、１１９番通報を行

わせるとともに、海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

 負傷者は、本件船長、本件機関長及びＡ社の社員の助けを得て物揚岸壁に移動し

た後、１２時００分ごろ到着した救急車により、病院に搬送された。 

 

 2.1.2 事故の発生後の経過 

  本件船長、本件機関長及び本件運航管理者の口述によれば、次のとおりであっ

た。 

  本船は、本事故後、本件運航管理者が、物揚岸壁から移動させる目的で、主機
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を前進にかけたのち、後進をかけたところ、船体にがたがた
．．．．

という大きな振動を

感じたので、絡索しているものと判断し、本件運航管理者から要請を受けて来援

した潜水士（以下「潜水士」という。）によって本船の推進器に絡んだ係留索（以

下「本件絡索」という。）が除去された。 

  本件運航管理者は、本船が白石島漁港から笠岡港に向けて航行する際、本船の

乗組員が船尾部にいれば、船ががたがた
．．．．

と振動している状況に気付くはずである

と思った。 

  本船は、海事技術専門官（船舶検査官）の立会いの下で試運転が行われた後、

２９日第２便から運航に復帰した。 

  旅客の一部は、後日、本件運航管理者に対し、負傷した旨の申告を行った。 

 

 本事故の発生日時は、平成２９年４月２８日１１時４５分ごろであり、発生場所

は、片島灯標から真方位３４４°１.０海里（Ｍ）付近にある物揚岸壁であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（広域）、付図３ 事

故発生経過概略図（拡大）、付図４ 白石島漁港の状況 参照） 

 

２.２ 旅客及び乗組員の負傷に関する情報 

  本件運航管理者の回答書及び負傷した旅客に対する診断書によれば、旅客Ａが

重傷を、旅客９人が軽傷をそれぞれ負った。乗組員に負傷者はいなかった。 

 負傷した旅客の状況は以下のとおりである。 

   (1) 旅客Ａ 女性 ９１歳 

     右膝関節内出血により、全治約２週間と診断された。 

   (2) 旅客Ｂ 女性 ７６歳 

     上唇裂傷、歯牙破損・脱臼、歯槽骨骨折の疑い、多数歯歯牙損傷による     

咀嚼障害等により全治約６か月と診断された。 

   (3) 旅客Ｃ 女性 ８１歳 

     後頭部打撲、胸部打撲等により、全治３週間と診断された。 

   (4) 旅客Ｄ 女性 ７６歳 

     左下腿部打撲により、全治１週間と診断された。 

   (5) 旅客Ｅ 女性 ６７歳 

     腰部打撲傷 左膝蓋部擦過傷等により、全治１週間と診断された。 

   (6) 旅客Ｆ 女性 ７１歳 

     前胸部打撲、前頭部打撲により、経過観察となり、５月３１日治癒した。 

   (7) 旅客Ｇ 女性 ４２歳 
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     左膝関節打撲により全治１週間と診断された。 

   (8) 旅客Ｈ 男性 ８４歳 

     左耳介裂創により縫合処置を行い、５月６日治癒した。 

   (9) 旅客Ｉ 女性 ３３歳 

     頚椎捻挫、左肘関節挫創、右膝部打撲傷により、全治１週間と診断され

た。 

   (10) 旅客Ｊ 女性 ３４歳 

     腕部に打撲等を負った。 

 

２.３ 船舶及び船舶以外の施設の損傷に関する情報 

 本件船長及び本件機関長の口述によれば、本船は、本件エプロン右舷側に擦過傷

を生じ、また、物揚岸壁は、コンクリートに欠損を伴う擦過傷を生じた。 

（写真１、写真２、写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

               写真１ 物揚岸壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２ 本件エプロンの損傷状況      写真３ 物揚岸壁の損傷状況 
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２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    本件船長 男性 ４２歳 

     六級海技士（航海）（履歴限定） 

      免 許 年 月 日 平成１８年１０月１９日 

      免状交付年月日 平成２３年２月１４日 

       平成２８年１０月１８日をもって失効していた。 

    本件機関長 男性 ３４歳 

     四級海技士（機関） 

      免 許 年 月 日 平成１６年３月２４日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月１０日 

      免状有効期間満了日 平成３１年３月２３日 

    本件運航管理者 男性 ７４歳 

 

   (2) 主な乗船履歴等 

    本件船長、本件機関長及び本件運航管理者の口述並びに本件運航管理者の

回答書によれば、次のとおりであった。 

① 本件船長 

      学校を卒業した後、平成８年ごろ家業を継ぐ目的でＡ社に入社し、本船

に機関員として乗り組むようになった。海技士（機関）及び海技士（航

海）の免許を取得した後、機関長職をとるほか、平成１７年ごろから船長

職をとっており、本件機関長と共に乗り組む際は、専ら船長職をとってい

た。 

      本事故当時、健康状態は良好であった。 

② 本件機関長 

      学校を卒業し、海技士（機関）及び海技士（航海）の免許を取得した後、

平成１６年ごろＡ社に入社し、平成２１年ごろから、本船に船長若しくは

本件機関長として乗り組むようになり、本件船長と共に乗り組む際には、

専ら機関長職をとっていた。 

     本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ③ 本件運航管理者 

      父親が運航する旅客フェリーに機関長として乗り組んだ後、平成３年本

船が新造されるとともに船長兼運航管理者となり、平成１９年から運航管

理者の職についていた。 
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２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １２９５１３ 

  船舶所有 者  個人所有 

  運 航 者  個人 

  総 ト ン 数  １９６トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ４０.２５ｍ×１０.３０ｍ×３.００ｍ 

  船    質  鋼 

  機    関  ディーゼル機関 

  出    力  ７３５kＷ 

  推 進 器  ５翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月 日  昭和６１年９月１９日 

（写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              写真４ 本船の全景 

 2.5.2 積載状態 

  本件船長及び本件機関長の口述によれば、本船は、白石島漁港出航時に旅客 

２１人を乗せ、車両等３台を積載し、喫水が船首約１.２ｍ、船尾約２.８ｍで 

あった。 

 

 2.5.3 船体の構造等に関する情報 

  本件船長及び本件機関長の口述によれば、次のとおりであった。 

  本船は、車両甲板、脱出甲板及び遊歩甲板の３層の甲板を有する旅客フェリー

であり、遊歩甲板前部に船橋、後部に旅客室をそれぞれ設け、船首部にバウスラ

スター１個及び重さ約０.４７ｔの錨を２個、車両甲板船首部に上下に可動するラ
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ンプゲート（可動橋）及び本件エプロンを、同甲板船尾部にエプロン１個をそれ

ぞれ備え、船首材にはゴム製フェンダーが装着されていた。 

  本船は、船橋前部に操縦用コンソールを備え、中央部に舵輪、舵輪の右舷側に

クラッチレバーを設け、舵輪の左舷側にレーダーを、右舷側にＧＰＳプロッター

を配置していた。 

（写真５、写真６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真５ 船橋の状況        写真６ クラッチレバー 

 

  本船は、遊歩甲板から車両甲板に通じる階段が、船首部両舷に各１個及び船尾

部左舷側に１個設けられ、両舷船首部の階段が、中間部の踊り場を挟んで上部に

１２段及び下部に１１段で、傾斜が約４０゜であり、幅約０.９ｍ、奥行き約 

０.３ｍ、高さ約０.２ｍの段差があり、階段両側に直径約５０mm、約０.９ｍの高

さにステンレス製の手すりが設けられていた。 

  本船は、遊歩甲板の各階段降り口の手すり部分に、‘航海中における旅客の自由

な昇降を妨げる目的の鋼製チェーン’（以下「本件チェーン」という。）を設ける

ほか、車両甲板左舷後部に同甲板と遊歩甲板との間を昇降するエレベータ１基が

設置されていた。 

  本事故当時、本船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

（図１、写真７、写真８、写真９、写真１０ 参照） 
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図１ 旅客の負傷場所略図 

本件エプロン 左舷側階段 ランプゲート 

写真７ 車両甲板前部 写真８ 左舷側階段の全景 
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写真９ 左舷側階段上端部に         写真１０ 左舷側階段（拡大）     

     取り付けた本件チェーン 

 

2.5.4 操縦性能に関する情報 

  海上試運転成績書によれば、航海速力が約８kn、極微速力前進における速力が

約４kn であり、本船の操縦性能は次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5.5 航路事業に関する情報 

  本件船長及び件運航管理者の口述並びに回答書並びに中国運輸局海上安全環境

最大速力で航行中、全速力後進とした場合 

最短停止距離 １８０ｍ 

最短停止時間 ５２.８秒 

旋回性能 

  左旋回 右旋回 

最大縦距 ６９ｍ ６９ｍ 

最大横距 ６９ｍ ６９ｍ 

速力区分 速力 
毎分回転数 

（rpm） 

最微速力前進 ４kn ４００ 

微速力前進 ６kn ６００ 

半速力前進 ８kn ７１５ 

全速力前進 １２kn ９２８ 

航海速力 １０kn ８１８ 

車両甲板 遊歩甲板 

遊歩甲板 

本件チェーン 

手すり 
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部船員労働環境・海技資格課の回答書によれば、次のとおりであった。 

    本件運航管理者は、昭和２４年８月航路免許を受け、平成３年７月から一般定

期航路旅客事業を営み、本船１隻で、笠岡港から北木島の金風呂港及び豊浦港及

び平成２７年夏から寄港を開始した白石島漁港を経て、約２時間で笠岡港に戻る

航海を１日約５回繰り返す運航を行っていた。 

    本船は、主として北木島及び白石島に居住する住民が利用する、いわゆる生活

航路の運航に従事していた。 

    本船は、安全最少定員が２人であり、平素３人以上の体制で運航することが多

かったが、本事故当時、多客期である連休が近いので、甲板員１人を休ませ、２

人で運航されていた。 

    本船は、海陸連結型交通システム＊1（バスフロート船）としての認定は受けて

いなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

  事故現場の西北西方約１,４００ｍに位置する笠岡地域気象観測所における観測

値は、次のとおりであった。 

  １１時４０分 風向 南、風速 ４.４m/s、気温 １７.４℃ 

  １１時５０分 風向 南、風速 ４.６m/s、気温 １７.７℃ 

  笠岡における事故当時の潮汐は、ほぼ高潮時であった。 

 

2.6.2 乗組員等の観測 

  本件船長及び本件機関長の口述によれば、本事故当時、天気は晴れであり、風

力３の南南西風が吹き、海上は平穏、視界は良好であった。 

 

２.７ 本件フェリー岸壁北方沖の係船浮標に関する情報 

本件フェリー岸壁を使用する他のフェリー会社（以下「Ｂ社」という。）の運航管

理者（以下「Ｂ社運航管理者」という。）及び船長（以下「Ｂ社船長）という。）の

口述及び回答書によれば次のとおりであった。 

  (1) Ｂ社は、笠岡港～白石島漁港間の航路を運航者から運航を引き継いだ頃か

ら、‘本件フェリー岸壁北方沖約４５ｍの所に設置され、高さ約１.０ｍ直径

                             
＊1 海陸連結型交通システム（バスフロート船）とは、カーフェリーにおいて、一定の要件を満たし、

船長が安全が確保されると判断した場合、救急車等の特定の自動車以外のバス、タクシー、乗用車

等の運転者、同乗者等の旅客が航行中も車内にとどまることを、船長が認めることのできるカーフ

ェリーをいう。 
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約１.４ｍで黄色に塗色された係船浮標’（以下「本件浮標」という。）及び

‘本件浮標から本件フェリー岸壁に取り付けた鋼製リングに、細索を介して

係止した直径約４０mm、長さ約５０ｍの合成繊維製係留索’（以下「本件係留

索」という。）を管理し、Ｂ社が運航する船を夜間に係留する目的で使用して

いた。 

  (2) 本件運航管理者は、平成２７年夏ごろから、本船の白石島への寄港を開始

させ、平成２８年夏ごろ、笠岡市を経て、白石島漁港を管理する岡山県（以

下「港湾管理者」という。）に対し、本件係留索が入出航の支障となっており、

危険である旨の申入れを行っていた。 

  (3) Ｂ社運航管理者は、平成２８年夏ごろ港湾管理者から不法占用物件として

の指摘を受け、撤去するか若しくは水域占用許可申請を提出するよう指導を

受けていたものの、これまで問題が生じておらず、後発で白石島漁港に本船

の寄港を開始させた本件運航管理者の申入れに承服しかねるので、同許可申

請を行うなどの対応をとらずに使用を続けていた。 

  (4) 本件運航管理者は、本事故後、改めてＢ社に対し、本件浮標及び本件係留

索が本船の入出航に支障となっている旨の申入れを行った。 

  (5) Ｂ社運航管理者は、本事故後、港湾管理者から早急に対応するよう指導を

受け、本件運航管理者を含めた関係者と協議の上、本件浮標及び本件係留索

を移設する予定（期日未定）である。 

（写真１１、写真１２、写真１３、写真１４ 参照 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１１ 本件フェリー岸壁      写真１２ 本件浮標 

（事故後、５月２４日撮影） 

 

本件係留索 本件フェリー岸壁 
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写真１３ 本件フェリー岸壁付近の状況    写真１４ 鋼製リングと本件係

留索に接続した細索（事故後、

５月２４日撮影） 

 

２.８ 本件絡索の除去及び交換に関する情報 

本件船長、本件運航管理者、Ｂ社運航管理者、Ｂ社船長及び潜水士の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

  (1) 本件絡索は、物揚岸壁において、潜水士によって本船の推進器から除去さ

れ、直径約４０～５０mm、長さ約２～３ｍで４つに分断された状態で陸揚げ

された。 

  (2) Ｂ社船長は、白石島漁港において、２８日１４時３０分ごろ本件係留索が

切断された状態であることを認め、同日のＢ社船の運航を終えた後、Ｂ社 

フェリーから予備の係留索を搬出し、Ｂ社の他の乗組員と共に１７時５０分

ごろ直ちに復旧作業に取り掛かり、１８時３０分ごろ本件係留索の交換作業 

を終えた。 

 

２.９ 本件絡索の認識に関する情報 

本件船長、本件運航管理者、Ｂ社船長及び潜水士の口述によれば、次のとおりで

あった。 

  (1) 本件船長は、本船において絡索した経験がなかった。 

  (2) 本件船長は、白石島漁港に入航し、本件フェリー岸壁に着岸する際、風が

少しあり、本船が本件浮標に近くなったので、本件係留索が推進器に触れて

切断し、推進器に巻き込んだかもしれないと本事故後に思った。 

本件係留索
（海面下） 
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  (3) 潜水士は、２８日午後本件絡索を除去した後、白石島漁港において、Ｂ社

の乗組員が本件係留索の交換作業を行っているところを目撃し、本船が本件

係留索を推進器に巻き込んだものであり、本件絡索が本件係留索の一部分で

あると思った。 

  (4) 本件運航管理者は、本事故後、白石島在住の知人から情報を得て、白石島

漁港に赴き、本件係留索が新替されたことを認め、本船が本事故前に白石島

漁港に寄港した際、本件係留索が推進器に絡索したものと思った。 

  (5) Ｂ社船長は、後日、本件係留索と本件絡索の各切断部分の確認及び照合が

行われた結果、同一の索である旨を聞いた。 

 

２.１０ 安全管理等に関する情報 

2.10.1 船舶の安全管理 

  安全管理規程の作業基準によれば、次のとおりであった。 

第４章 乗下船作業 

（下船準備作業） 

第１６条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認した後、船内作業指揮 

者に下船のために必要な作業の開始を指示する。 

２ 船内作業指揮者は、前項の指示を受けたときは、船内作業員を指揮して、

車両区域の出入口を開放、陸上作業指揮者と緊密な連携のもとにランプウエ

イを架設し、舷門を開放する。 

３ 船内作業指揮者は、ランプウエイの架設完了を確認した後、固縛係員を 

指揮して車両の車止めを取り外す。 

 

（旅客の下船） 

第１７条 船内の旅客係員は、船内作業指揮者の指揮を受け、車両の下船が 

完了したことを確認した後、旅客を誘導して下船させる。 

 

2.10.2 本件運航管理者の安全管理  

  旅客Ａの回答書及び負傷した旅客の１人の口述並びに本件船長、本件機関長及

び本件運航管理者の口述並びに本件運航管理者の回答書によれば、次のとおりで

あった。 

   (1) 旅客Ａ及び負傷した旅客の１人は、本船には幾度も乗船しているが、着

岸するまで着席しておくよう、旅客に対して案内及び要請する船内の掲示

を見たことがなく、船内放送を聞いたこともなかった。 

   (2) 本船は、運輸局による監査の際、着岸の前に旅客を車両甲板に降ろさな

いよう、旅客室で待ってもらう必要がある旨の指導を受けていた。 



 

- 15 - 
 

   (3) 本件運航管理者は、旅客に対し、着岸まで着席しておくよう指示したこ

とがあったが、従ってもらえないので、無駄な指示であると思い、船長及

び乗組員に対し、着岸時における旅客への案内及び誘導を行わせる等の指

導を行っていなかった。 

   (4) 本件船長は、入航する際、いわゆる生活航路の旅客船等では、着岸近く

になれば、放送による案内の有無に関わらず、旅客が各自の判断で車両甲

板に降りていく状況が日常的であるので、船内放送による案内は必要ない

と思い、着岸するまで旅客室で着席しておくよう旅客に要請する船内の掲

示及び船内放送を行っていなかった。 

   (5) 本船は、物揚岸壁に着岸する前、旅客が本件チェーンを勝手に外して降

りていくので、乗組員がいちいち掛けるまでもないと思い、出航後、本件

チェーンを掛け、入航前、本件チェーンを外して誘導するなどを行ってお

らず、本件チェーンの管理が適切に行われていなかった。 

   (6) 本件運航管理者は、本事故当時、エレベータを使用して車両甲板に降り

たとの情報がなかったので、エレベータで車両甲板に下りてもらえればよ

かったと本事故後に思った。 

   (7) 本船では、一般に旅客数が２～５人であり、積載する車両がないことが

多く、ふだん、積載する車両が１～２台である。乗組員数が２人の場合、

車両甲板において、旅客を先に船外に誘導した後、本件機関長が車両を船

外に誘導し、乗組員数が３人の場合、甲板員１人が誘導に当たり、本件機

関長が誘導の補助に当たることになる状況であり、旅客に対して旅客室か

ら車両甲板に降りるまでの誘導及び案内が、十分に行われていなかった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、１０時４０分ごろ、旅客１９人を乗せて車両３台を積載し、白石

島漁港に向けて豊浦港を出航した。 

   (2) 本船は、１０時５８分ごろ本件フェリー岸壁に船首着けとした。 

   (3) 本船は、１１時０１分ごろ旅客２１人を乗せて車両３台を積載し、笠岡港

に向けて本件フェリー岸壁を離れた。 
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   (4) 本船は、約８kn の速力で北西進し、笠岡港に入った後、本件船長が入航操

船に当たり、約６knの速力に減速した。 

   (5) 本船は、物揚岸壁に向けて北東進し、本件船長がクラッチレバーを操作し

て後進とした際、後進の推力が得られなかったことから、行きあしを止める

ことができず、約１knの速力で船首部が物揚岸壁に衝突した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１及び２.３から、本事故の発生日時は、平成２９年４月２８日１１時４５

分ごろであり、発生場所は、片島灯標から３４４°１.０Ｍ付近にある物揚岸壁で

あったものと考えられる。 

 

3.1.3 負傷者の状況 

  ２.１及び２.２から、旅客Ａが重傷を、旅客９人が軽傷をそれぞれ負ったもの

と考えられる。 

 

 3.1.4 損傷の状況 

  ２.３から、本船は、本件エプロンに擦過傷を生じ、また、物揚岸壁は、コンク

リートに欠損を伴う擦過傷を生じたものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員等の状況 

  ２.４及び 2.5.5 から、次のとおりであった。 

   (1) 本件船長 

本件船長は、本事故当時、失効した海技免状を有していた。 

     本件船長は、本船の機関長職の経験が約１７年のほか、船長職の経験が

約１０年であり、健康状態は良好であったものと考えられる。 

   (2) 本件機関長 

本件機関長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

     本件機関長は、本船の船長職及び機関長職の経験が約８年であり、健康

状態は良好であったものと考えられる。 

   (3) 本件運航管理者 

     本件運航管理者は、平成３年から本船の船長及び運航管理者となり、平

成１９年から運航管理者としての職についていたものと考えられる。 
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3.2.2 乗組員の配置状況 

本船は、安全最少定員が２人であり、平素３人体制で運航することが多かった

が、本事故当時、本件船長及び本件機関長の２人で運航されており、いつものよ

うに、本件船長が船長職を、本件機関長が機関長職をとっていたものと考えられ

る。 

 

3.2.3 船舶の状況 

  2.5.3 から本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったも

のと考えられる。 

 

3.2.4 気象及び海象の状況 

  ２.６から次のとおりであったものと考えられる。 

     (1) 気象の状況 

     本事故発生場所付近は、本事故当時、天気は晴れであり、風力３の南南

西風が吹き、気温が約１７℃で、視界は良好であった。 

  (2) 海象の状況 

     笠岡港は、本事故当時、ほぼ高潮時であり、海上は平穏であった。 

 

 3.2.5 本件係留索及び本件絡索に関する解析  

  ２.１及び２.７～２.９から、次のとおりであったものと考えられる。 

     (1) 本件係留索 

① 本件係留索は、Ｂ社がＢ社フェリーの夜間係留の目的で、本件浮標と 

共に本件フェリー岸壁に設置されていた。 

② Ｂ社船長は、平成２９年４月２８日１４時３０分ごろ本件係留索が切 

断された状態となっているのを認め、直ちに交換作業を行った。 

     (2) 本件絡索 

① 本船は、本事故が発生した後、本件運航管理者が本船を移動させる目 

的で主機を前進にかけた後、後進にかけた際、船体にがたがた
．．．．

という大

きな振動を感じ、推進器に絡索したものと判断し、要請を受けた潜水士

により本件絡索が除去された。 

② 潜水士は、本事故当日の午後、Ｂ社の乗組員が本件フェリー岸壁で本 

件係留索の交換作業を行っているところを目撃し、本船が本件係留索を

推進器に巻き込んだものであり、本件絡索が本件係留索の一部分である

と思った。 
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③ Ｂ社の乗組員は、本件絡索が、本件係留索と同一物である旨を聞いた。 

     (3) 本件係留索と本件絡索 

本船は、上記(1)及び(2)のことから、白石島漁港に入航し、本件フェ 

リー岸壁に着岸する際、本件係留索を推進器に巻き込んで切断し、本件係

留索の一部が本件絡索となった。 

 

3.2.6 本件絡索に至る状況に関する解析 

  ２.１及び２.７～２.９から、次のとおりであった。 

   (1) 絡索のおそれの認識状況 

     本件運航管理者及び本件船長は、港湾管理者に対し、本件係留索が入出

航の支障となっており、危険である旨の申入れを行っていたことから、本 

船が白石島漁港に入出航する際、絡索のおそれがあることを認識していた

ものと考えられる。 

   (2) 絡索したことを認識できる可能性 

     本件船長は、本件フェリー岸壁に着岸する際、船体にいつもと異なる振

動を感じたので、本件フェリー岸壁に着岸中、クラッチレバーを前進及び 

後進に入れて作動確認を行い、異状を認めなかったので、航行に支障はな

いと思い、絡索の有無を適切に確かめなかったものと考えられる。 

   (3) 絡索の状況 

     本船は、本件係留索が、本件絡索と同一の索であると考えられるが、白

石島漁港において本船の推進器付近に巻いた後、笠岡港に向けて航行し、 

笠岡港において、推進器に絡索するに至った状況は、明らかにすることが

できなかった。 

 

3.2.7 本件浮標及び本件係留索への対応状況に関する解析 

２.７及び 3.2.5 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本件運航管理者は、平成２８年夏ごろ、港湾管理者に対し、本船が白石

島漁港に入出航する際、本件係留索が支障となっている旨の申入れを行っ

ていた。 

   (2) Ｂ社運航管理者は、平成２８年夏ごろ、港湾管理者から、本件浮標が不

法占用物件である旨の通告を受け、撤去するか若しくは水域占用使用許可

申請を行うよう指示を受けていたものの、同許可申請を行うなどの対応を

とらずに使用を続けていた。 

   (3) 本件運航管理者は、本事故後、Ｂ社に対し、本件係留索が本船の入出航
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に支障となり、危険である旨の申入れを行った。 

   (4) Ｂ社運航管理者は、本事故後、港湾管理者から、早急に対応するよう指

導を受け、本件運航管理者を含めた関係者と協議の上、本件浮標及び本件

係留索を移設する予定である。 

 

3.2.8 操舵及び操船に関する解析 

２.１及び 3.2.5 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本件船長は、操船して白石島漁港に入航する際、船体にいつもと異なる

振動を感じた。 

   (2) 本件船長は、本件フェリー岸壁に着岸中、クラッチレバーを前進及び後

進に入れて作動確認を行い、異状がないと思った。 

   (3) 本船は、本件船長が、岸壁に接触した際にも振動が生じることがあり、

異状を認めなかったので、航行に支障はないと思い、絡索の有無の確認を

適切に行わずに本件フェリー岸壁を離れ、物揚岸壁に向けて航行した。 

   (4) 本件船長は、笠岡港の港内に入り、いつものように減速し、後進テスト

として、クラッチが一旦後進に入ったことを示すクラッチ作動ランプが点

灯したことを確認した。 

   (5) 本船は、本件船長が主機を使用した後、中立運転として物揚岸壁に接近

中、続けて主機を後進にかけたものの、後進の推力が得られず、同岸壁に

衝突した。 

 

3.2.9 安全管理に関する解析 

２.１及び２.１０から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本件運航管理者は、旅客に対し、着岸まで着席しておくよう指示したこ

とがあったが、従ってもらえず、無駄な指示であると思っていたので、船

長及び乗組員に対し、着岸時における旅客への案内及び誘導を行わせる等

の指導を行っていなかった。 

   (2) 本件運航管理者は、運輸局による監査の際、着岸の前に旅客を車両甲板

に降ろさないよう、旅客室で待ってもらう必要がある旨の指導を受けてい

た。 

   (3) 本件船長は、いわゆる生活航路の旅客船等においては、一般に船内放送

による案内の有無に関わらず、着岸近くになれば、旅客が、各自の判断で

車両甲板に降りていく状況が日常的にあるので、船内放送による案内は必

要ないと思い、着岸するまで旅客室で着席しておくよう旅客に要請する船
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内の掲示及び船内放送を行っていなかった。 

   (4) 本船では、物揚岸壁に着岸する前、旅客が本件チェーンを勝手に外して

降りていくので、乗組員が、いちいち掛けるまでもないと思い、出航後、

本件チェーンを掛け、入航前、本件チェーンを外して誘導するなど、本件

チェーンが適切に管理されていなかった。 

   (5) 本船では、高齢の旅客に対して、エレベータを使用して車両甲板に降り

るよう誘導及び案内が適切に行われていなかった。 

   (6) 本船は、安全最少定員が２人であり、３人が乗り組む場合においても、

車両甲板上での離着岸作業に人手が取られることから、安全管理規程に基

づく、旅客に対して旅客室から車両甲板に降りるまでの誘導及び案内が、

適切に行われていなかった。 

 

3.2.10 負傷者の発生に関する解析 

２.２、2.5.3、2.5.4 及び 3.1.1 及び 3.1.3 から、次のとおりであった。 

   (1) 旅客Ａは、１１時４０分ごろ旅客室を出て、左舷側階段を降りた後、車

両甲板前部に立っていたものと考えられる。 

   (2) 旅客Ａ以外の旅客は、本事故当時、両舷船首部の階段を降りる途中、若

しくは階段を経て既に車両甲板上に降りて車両甲板前部に立ち、本船が着

岸するのを待っていたものと考えられる。 

   (3) 旅客Ａは、間もなく着岸となるので、足を一歩踏み出そうとしたところ、

衝突時の衝撃により転倒したものと考えられる。 

   (4) 左舷側階段にいた旅客４人は、衝突時の衝撃により、高さ約０.２～   

１.０ｍ付近から車両甲板上に転落し、折り重なって転倒したものと考えら

れる。 

   (5) 右舷側階段にいた旅客３人は、衝突時の衝撃により、高さ約０.２～   

１.４ｍ付近から車両甲板上に転落し、折り重なって転倒したものと考えら

れる。 

   (6) 車両甲板前部及び右舷側階段下にいた旅客各１人は、衝突時の衝撃によ

り、同甲板上に手をつくなどして負傷したものと考えられる。 

   (7) 車両甲板上にいた１１人の旅客は、本船の速力が約１kn であり、船首材

に装着された防舷材によって衝撃が緩和されことにより、また車両甲板に

は障害物がなかったことから、負傷するに至らなかった可能性があると考

えられる。 
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3.2.11 事故発生に関する解析 

3.1.1 及び 3.2.5～3.2.9 から、次のとおりであった。 

   (1) 本件運航管理者は、平成２８年夏ごろ、港湾管理者に対し、本船が白石

島漁港に入出航する際、本件係留索が支障となっている旨の申入れを行っ

ていたことから、絡索のおそれがあることを認識していたものと考えられ

る。 

   (2) Ｂ社は、平成２８年夏ごろ港湾管理者から指導を受けていたものの、こ

れまで問題が生じておらず、後発で白石島漁港に本船の寄港を開始させた

本件運航管理者の申入れに承服しかねるので、水域占用許可申請を行うな

どの対応を行っていなかったものと考えられる。 

   (3) 本船は、平成２９年４月２８日１０時５８分ごろ、白石島漁港に入航中、

本件係留索を推進器に巻き込んだものと考えられる。 

   (4) 本件船長は、いつもと異なる振動を感じたので、着岸中にクラッチレ  

バーを前進及び後進にかけて作動確認を行い、異状を認めなかったものと

考えられる。 

   (5) 本件船長は、白石島漁港を出航した後、本件機関長にいつもと異なる振

動の有無を確認し、機関室を確認するよう指示し、異状がない旨の報告を

受けたものと考えられる。 

   (6) 本船は、いつものように、物揚岸壁に向けて接近中、本件船長が主機を

後進にかけたものの、後進の推力が得られなかったことから、行きあしを

止めることができなかったものと考えられる。 

   (7) 本船は、約１kn の速力で、物揚岸壁に衝突し、旅客Ａが重傷、旅客９人

が軽傷をそれぞれ負ったものと考えられる。 

 

３.３ 被害の軽減に関する解析 

２.２、2.5.3、２.１０、3.1.1、3.1.3、3.2.9及び3.2.10から、次のとおりであ

ったものと考えられる。 

   (1) 本船は、笠岡港の港界を越えて笠岡港の港内に入り、本件船長が、１１

時４０分ごろ、いつものように約５００rpmとして約６knに減速した。 

   (2) 旅客の多くは、下船に備えて旅客室を出た後、船首部階段を使用して車

両甲板に向かった。 

   (3) 旅客は、両舷船首部の階段を降りる途中、若しくは階段を経て既に車両

甲板上に降りて車両甲板前部に立ち、本船が着岸するのを待っていた。 

   (4) 本船は、速力約１knの速力で物揚岸壁に向けて接近中、物揚岸壁に衝突
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した。 

   (5) 本件船長は、いわゆる生活航路の旅客船等においては、一般に船内放送

による案内の有無に関わらず、着岸近くになれば、旅客が各自の判断で車

両甲板に降りていく状況が日常的にあるので、船内放送による案内は必要

ないと思い、着岸するまで旅客室で着席しておくよう旅客に要請する船内

の掲示及び船内放送を行っていなかった。 

   (6) 本事故においては、前記から、本件チェーンによる旅客に対する規制が

行われておらず、また、本船から旅客に対し、着岸するまで旅客室で着席

しておくよう旅客に要請する船内の掲示及び船内放送がなかったことから、

旅客が、本船の着岸前に旅客室を出て、下船に備えて船首部の階段を利用

して車両甲板に向かい、階段上若しくは車両甲板上にいる状況下、本船が

岸壁に衝突して衝撃を受け、階段付近にいた旅客が転倒して、車両甲板に

折り重なるようになって負傷した。 

   (7) このため、旅客に対し、着岸するまで旅客室で着席しておくことが、事

故が発生した場合の負傷者数の減少及び負傷の程度の軽減に効果がある。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、本船が、笠岡港において、物揚岸壁に船首部を着岸させる目的で約１

kn の速力で接近中、本件船長がクラッチレバーを操作して後進とした際、後進の推

力が得られなかったため、行きあしを止めることができず、船首部が物揚岸壁に衝

突したものと考えられる。 

 後進の推力が得られなかったのは、本船が推進器に絡索を生じたことによるもの

と考えられる。 

 本船は、白石島漁港に入航する際、本件係留索が推進器に巻き付いたものと考え

られるが、本件係留索が推進器に巻き付き、笠岡港において着岸作業中に推進器に

絡索を生じるに至った状況は明らかにすることはできなかった。 

 本件運航管理者は、平成２８年夏ごろ港湾管理者に対し、本船が白石島漁港に入

出航する際、本件係留索が支障となっている旨の申入れを行っていたことから、本

船が白石島漁港に入出航するに当たり、本件係留索が絡索するおそれがあることを

認識していたものと考えられる。 

 本件船長は、白石島漁港において、入航作業中、いつもと異なる振動を感じた際、



 

- 23 - 
 

岸壁に接触した際にも振動が生じることがあり、異状を認めなかったので、航行に

支障はないと思い、絡索の有無の確認を適切に行っていなかったものと考えられる。 

 

４.２ 負傷の原因 

 旅客が負傷したことについては、着岸前に旅客に着席して待つよう要請する船内

の掲示及び船内放送がなかったことから、旅客が旅客室を出て車両甲板に向かい、

階段上若しくは車両甲板上にいて衝突の衝撃を受けて転倒したことによるものと考

えられる。 

 

４.３ その他判明した安全に関する事項 

 Ｂ社運航管理者は、本件係留索の管理について、港湾管理者から指導を受けた際、

水域占用許可申請を行うなどの対応を取っていなかったことから、本船が絡索する

状況に至ったものと考えられる。 

 本件船長は、海技士免許が失効していたことから、船長として操船を行ってはな

らなかった。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、本船が、物揚岸壁に船首部を着岸させる目的で約１kn の速力で物揚岸

壁に接近中、本件船長がクラッチレバーを後進としたものの、本船が推進器に絡索

を生じたことにより、後進の推力が得られなかったため、船首部が物揚岸壁に衝突

し、負傷者が発生したので、再発防止のためには、次のことが考えられる。 

 (1) 本件船長は、平成２８年夏ごろから本件係留索による絡索の危険性を認識し

ていたことから、白石島漁港に入航中、いつもと異なる振動を感じた場合、絡

索のほか流木及び沈木との接触による推進器翼及び舵の損傷の有無を、事前に

主機を前後進にかけるなどして適切かつ十分に確かめること。 

 (2) 本件絡索は、白石島漁港内における不法占用物が、速やかに撤去されるなり、

漁港水域占用使用許可申請が行われなかったことが関与した可能性があり、港

内で私設の浮標を所有する者は、利害関係者と協議の上、適切に管理し、運用

すること。 

 (3) 本船は、最少安全定員が２人であり、ふだん３人以上で乗り組むことが多 

かったことから、常時３人以上の乗組員を配乗させるのが望ましく、本件 

チェーンを掛けて旅客の移動を規制するほか、旅客に対し、着岸前に旅客室で
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着席して待つよう船内の掲示、案内放送及び誘導を行うこと。 

 (4) 本件船長は、有効な海技士免許を保持すること。 

 

５.１ 港湾管理者及びＢ社によって講じられた措置 

 港湾管理者は、再発防止策として、次の措置を講じるよう指導を行った。 

(1) Ｂ社に対し、本件係留索を本件フェリー岸壁範囲外に移設すること。 

(2) Ｂ社に対し、本件浮標を早急に撤去すること、若しくは設置位置、構造

等を含めた利害関係者（笠岡市漁業協同組合及び第二十一金風呂丸）の同

意を得た上で、漁港水域占用許可申請を行うこと。 

 

 Ｂ社は、再発防止策として、次の措置を講じる予定である。 

(1) Ｂ社は、本件浮標に関し、白石島漁港に出入りする他船の支障とならな

いよう本件浮標を移設し、本件係留索の取付位置を変更すること。 

(2) Ｂ社は、本件浮標に灯器を付加し、灯浮標とすること。 

(3) Ｂ社は、本件浮標について、港湾管理者に対し、漁港水域占用許可申請

を行うこと。 

 

５.２ 本件運航管理者によって講じられた措置 

 本件運航管理者は、再発防止として、次の措置を講じた。 

  (1) 本件運航管理者は、乗組員に対し、安全管理規程に基づき、旅客に対す   

る案内及び誘導を適切に行うよう指示した。 

  (2) 本船は、特に高齢者に対し、エレベータを使用して車両甲板に降りるよう  

要請することにした。 

  (3) 本船は、乗組員が案内するまで着席して待つよう指示する旅客室の壁面及  

び床面への掲示及び船内放送等による案内を行うことにした。 

  (4) 絡索に関する対応 

   本件運航管理者は、港湾管理者及びＢ社に対し、本件浮標及び本件係留索を

移設するよう申入れを行った。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図（広域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 
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付図３ 事故発生経過概略図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ 白石島漁港の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


